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「保護者送迎時の

服装について」 
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職場に着替えるところがない。記

載してある業務だけでは不平等。接

客など他の仕事でも感染のおそれが

ある。皆ユニフォームを禁止すべき。

ユニフォーム禁止ならその分早く預

かってくれるのか。子どもがいるの

でユニフォームの方皆リスクに気を

つけながらやっている。もう少し保

護者の気持ちになってほしい。どう

してもユニフォーム出勤せざるを得

ない人は朝から晩まで玄関で預かっ

てほしい。無理なことを園では保護

者にやらせようとしている。 

 

 

 

当法人の保育園・高齢者の職員は施設の積

極的な予防策として出勤着と仕事着は分け

ユニフォーム出勤は禁止しております。感染

症等どこから侵入してくるかわからないた

め可能性が高いと考えられる職場において

ご協力を依頼した次第です。実際に同法人の

保育園では別法人の介護職の保護者の方が

利用者様から「疥癬」というダ二がすみつき

皮膚炎がおこりご自分のお子さんに移って

しまい暫く保育園をお休みした事例があり

ました。納得いかない場合は個人的にご相談

させて頂きます。 

 

 


